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保
険
料
の
納
付
に
ご
協
力
を

65
歳
以
上
の
人
の
介
護
保
険
料

※
学
生
に
は「
学
生
納
付
特
例
制
度
」

が
あ
り
ま
す
の
で
、
全
額
・
半
額

免
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
せ

ん
。
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1

20
‐
１
５
２
６
）へ
。

※
平
成
15
年
度
の
納
期
は
７
月
か
ら

来
年
２
月
ま
で
の
計
８
回
で
す
。

み
な
さ
ん
の
納
め
る
保
険
料
が
介

護
保
険
を
支
え
ま
す
。
納
め
忘
れ

の
な
い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。
く

わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20
‐
１

５
２
６
）へ
。

保
険
料
免
除
の
申
請
は

保
険
年
金
課
へ

国
民
年
金

区　分 対　象　者 保険料年額

第１段階
老齢福祉年金受給者で市民税世帯非課
税者・生活保護法の被保護者

17,500円

第２段階 市民税世帯非課税者 26,200円

第３段階 市民税本人非課税者 35,000円

第４段階 市民税課税者（合計所得200万円未満） 43,700円

第５段階 市民税課税者（合計所得200万円以上） 52,500円

介
護
保
険
が
始
ま
っ
て
４
年
目
を
迎

え
、
市
内
で
は
、
１
、
４
３
７
人
が
介

護
認
定
を
受
け
て
い
ま
す（
平
成
15
年

４
月
末
現
在
）。
そ
の
う
ち
、
１
、
１

６
０
人
が
介
護
保
険
の
サ
ー
ビ
ス
を
利

用
し
て
い
ま
す
。
65
歳
以
上
の
第
一
号

被
保
険
者
は
１
２
、
９
１
０
人
で
す
か

ら
、
10
人
に
１
人
は
介
護
を
必
要
と
し

て
い
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。

介
護
保
険
サ
ー
ビ
ス
を
利
用
し
た
と

き
の
費
用
は
、
利
用
者
が
１
割
を
負
担

し
、
残
り
の
９
割
は
、
公
費（
国
・

県
・
市
）と
40
歳
以
上
の
人
が
払
う
保

険
料
で
賄
わ
れ
ま
す
。

65
歳
以
上
の
人
が
納
め
る
保
険
料

は
、
所
得
の
状
況
な
ど
に
応
じ
て
５
段

階
に
分
か
れ
て
い
ま
す
。

平
成
15
年
度
の
保
険
料
額
は
下
表
の

と
お
り
で
す
。

介
護
保
険
料
の
納
め
方
に
は
、
年
金

◆
納
め
方
は
２
種
類

◆
介
護
保
険
料
は
所
得
に
よ
っ
て

５
段
階
に
分
か
れ
て
い
ま
す

か
ら
の
天
引
き（
特
別
徴
収
）と
納
付
書

に
よ
る
個
別
納
付（
普
通
徴
収
）の
２
種

類
が
あ
り
ま
す
。

【
特
別
徴
収
】

年
額
18
万
円
以
上
の
老
齢
・
退
職
年

金
を
受
給
し
て
い
る
人
が
対
象
で
す
。

８
月
上
旬
に「
介
護
保
険
料
額
決
定
通

知
書
」を
送
付
し
ま
す
。

【
普
通
徴
収
】

年
金
額
が
年
額
18
万
円
未
満
の
人
、

受
給
し
て
い
る
年
金
が
遺
族
年
金
・
障

害
年
金
の
人
、
年
度
の
途
中
で
65
歳
に

な
っ
た
人
や
転
入
し
た
人
な
ど
が
対
象

で
す
。
７
月
中
旬
に
送
付
す
る「
納
付

書
」で
納
め
て
く
だ
さ
い
。

口
座
振
替
を
申
し
込
ん
だ
人
以
外

は
、
こ
の「
納
付
書
」に
よ
り
納
付
し
て

く
だ
さ
い
。

災
害
、
失
業
や
倒
産
な
ど
特
別
な
事

情
に
よ
っ
て
保
険
料
を
納
め
る
こ
と
が

困
難
な
場
合
に
は
、
保
険
料
の
徴
収
が

猶
予
さ
れ
た
り
、
減
額
・
免
除
さ
れ
た

り
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
保
険

年
金
課
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

特
別
な
事
情
も
な
く
保
険
料
を
滞
納

す
る
と
、
利
用
し
た
サ
ー
ビ
ス
の
費
用

を
、
い
っ
た
ん
全
額
負
担
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
こ
と
が
あ
り
ま
す
。
こ
の
場

合
、
保
険
年
金
課
に
申
請
す
る
と
、
そ

の
９
割
が
払
い
戻
さ
れ
ま
す
が
、
さ
ら

に
滞
納
が
続
く
と
、
そ
の
全
部
ま
た
は

一
部
が
支
払
わ
れ
な
い
こ
と
が
あ
り
ま

す
。
保
険
料
の
納
め
忘
れ
が
あ
る
人
は
、

◆
保
険
料
を
滞
納
す
る
と

◆
納
付
に
困
っ
た
と
き
は

早
め
に
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
年
金
に
は
、
事
故
や
病
気
な
ど

で
働
け
ず
収
入
が
な
い
場
合
に
、
本
人

の
申
請
に
よ
り
保
険
料
を
免
除
す
る
制

度
が
あ
り
ま
す
。

こ
の
免
除
制
度
に
は
保
険
料
の
全
額

が
免
除
さ
れ
る「
全
額
免
除
」と
、
保
険

料
の
半
分
を
納
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
残

り
の
半
分
が
免
除
さ
れ
る「
半
額
免
除
」

が
あ
り
ま
す
が
、
い
ず
れ
も
一
定
の
基

準
に
該
当
し
た
場
合
に
免
除
が
認
め
ら

れ
ま
す
。

ま
た
、
免
除
の
申
請
は
、
前
年
の
所

得
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
の
で
毎
年

度
必
要
で
す
。

な
お
、
免
除
の
承
認
を
受
け
た
期
間

は
保
険
料
の
未
納
期
間
と
は
な
り
ま
せ

ん
が
、
将
来
、
老
齢
基
礎
年
金
を
受
け

る
場
合
に
は
、
納
め
た
場
合
の
３
分
の

１（
全
額
免
除
）ま
た
は
３
分
の
２（
半

額
免
除
）の
年
金
額
と
し
て
計
算
さ
れ

ま
す
。
ま
た
、
免
除
を
受
け
た
期
間
か

ら
10
年
以
内
で
あ
れ
ば
、
さ
か
の
ぼ
っ

て
納
め
る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、
納

め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
場
合
は
千
葉

社
会
保
険
事
務
局
佐
原
事
務
所（
1
０

４
７
８
‐
55
‐
１
６
６
１
）へ
ご
連
絡

く
だ
さ
い
。

平
成
15
年
度
の
保
険
料
免
除
承
認
期

間
は
、
全
額
・
半
額
免
除
と
も
平
成
15

年
７
月
〜
16
年
６
月
の
１
年
間
で
す
。

１
年
分
の
承
認
を
受
け
よ
う
と
す
る
場

合
は
８
月
末
ま
で
に
保
険
年
金
課
へ
申

請
し
て
く
だ
さ
い
。

免
除
申
請
に
必
要
な
も
の
は
、
年
金

手
帳
、
印
鑑（
本
人
が
署
名
す
る
場
合

は
不
要
）。
転
入
者
は
所
得
お
よ
び
控

除
額
を
証
明
で
き
る
書
類
も
必
要
。

◆
申
請
に
必
要
な
も
の

◆
免
除
の
期
間
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墓
地
の
清
掃
は
各
自
で

い
ず
み
聖
地
公
園

現
況
届
は

７
月
31
日
ま
で
に

障
害
基
礎
年
金

※
く
わ
し
く
は
保
険
年
金
課（
1
20
‐

１
５
２
６
）へ
。

※
霊
園
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
は
、

環
境
衛
生
課（
1
20
‐
１
５
３
１
）

へ
。

霊
園
内
施
設
の
維
持
管
理
は
、
霊
園

の
墓
地
使
用
を
許
可
さ
れ
た
人
の
管
理

料
で
賄
わ
れ
て
い
ま
す
。
し
か
し
、
こ

の
管
理
料
は
公
共
部
分（
広
場
、
道
路
、

緑
地
な
ど
）を
管
理
す
る
た
め
の
も
の

で
、
墓
地
内
の
清
掃
は
各
自
で
行
う
こ

と
に
な
っ
て
い
ま
す
。
清
掃
を
せ
ず
、

草
だ
ら
け
に
し
て
い
る
と
、
隣
接
す
る

墓
地
所
有
者
に
大
変
迷
惑
を
掛
け
る
こ

と
に
な
り
ま
す
。

思
う
よ
う
に
墓
地
の
管
理
時
間
が
取

れ
な
い
と
い
う
人
に
は
、
管
理
組
合
が

墓
地
の
清
掃
を
代
行
す
る
制
度
も
あ
り

ま
す
の
で
、
管
理
事
務
所（
1
36
‐
２

２
９
２
）へ
申
し
込
ん
で
く
だ
さ
い
。

次
に
該
当
す
る
よ
う
な
場
合
、
使
用

許
可
を
取
り
消
す
こ
と
が
あ
り
ま
す
の

で
、
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

○
使
用
者
が
死
亡
し
、
承
継
者
が
い
な

い
と
き

◆
使
用
権
取
り
消
し
も

○
使
用
者
が
住
所
不
明
と
な
っ
て
７
年

を
経
過
し
た
と
き

○
普
通
墓
地
使
用
者
が
、
許
可
を
受
け

た
日
か
ら
２
年
を
経
過
し
て
も
囲
障

（
外
さ
く
）を
設
置
し
な
い
と
き

○
３
年
間
管
理
料
を
納
め
な
い
と
き

墓
地
使
用
許
可
書
の
記
載
内
容
に
変

更（
住
所
・
本
籍
・
保
証
人
な
ど
）が
あ

っ
た
場
合
は
、
30
日
以
内
に
手
続
き
を

し
て
く
だ
さ
い
。

特
に
住
所
変
更
が
あ
っ
た
場
合
、
納

付
書
な
ど
が
届
か
な
い
こ
と
に
な
り
ま

す
の
で
、
手
続
き
を
忘
れ
ず
に
お
願
い

し
ま
す
。

霊
園
内
の
管
理
事
務
所
に
は
式
場
と

和
室
が
あ
り
、
そ
れ
ぞ
れ
有
料
で
貸
し

出
し
を
し
て
い
ま
す
。
ま
た
、
飲
み
物

◆
法
要
な
ど
の
利
用
に

◆
変
更
手
続
き
を

忘
れ
ず
に

４時間まで１時間2,300円
超えると１時間1,000円

式　場

４時間まで１時間1,000円
超えると１時間　500円

和　室

成
田
市
植
物
防
疫
協
会
で
は
、
水
稲

を
イ
モ
チ
病
・
紋
枯
病
か
ら
守
り
、
良

質
な
お
米
を
作
る
た
め
、
ヘ
リ
コ
プ
タ

ー
に
よ
る
薬
剤
散
布
を
実
施
し
ま
す
。

ま
た
、
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
に
よ
る
散
布

が
難
し
い
場
所
に
つ
い
て
は
、
ラ
ジ
コ

ン
ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で
行
い
ま
す
。

期
日
と
散
布
区
域
は
、
下
表
の
と
お

り
で
す
。
作
業
予
定
時
間
は
各
地
区
と

も
午
前
４
時
30
分
〜
９
時
ご
ろ
で
す
。

な
お
、
雨
天
や
強
風
の
場
合
は
順
延
し

ま
す
。
日
程
な
ど
に
変
更
が
生
じ
る
場

合
は
、
防
災
行
政
無
線
な
ど
で
お
知
ら

せ
し
ま
す
。
ご
迷
惑
を
お
掛
け
し
ま
す

が
、
次
の
こ
と
に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
薬
剤
の
散
布
時
間
は
、
一
部
通
勤
・

通
学
時
間
帯
に
重
な
る
た
め
、
区
域

内
の
水
田
周
辺
の
通
行
、
駐
車
を
な

る
べ
く
避
け
る
な
ど
、
薬
剤
が
か
か

※
く
わ
し
く
は
農
政
課（
1
20
‐
１
５

４
１
）へ
。

薬剤散布の期日と区域

期日 散布区域 散布方法

豊住・中郷・遠山・久住（芝・
7月10日（木） 大室・小泉・幡谷）・八生 ヘリコプター

（下福田の一部）

7月11日（金）
公津・八生・久住（磯部・
幡谷・飯岡・荒海・水掛）

ヘリコプター

7月20日（日）
八生（上福田・松崎）・公津 ラジコン
（船形）・中郷（赤荻） ヘリコプター

ら
な
い
よ
う
に
注
意
し
て
く
だ
さ

い
。

〇
散
布
薬
剤
は
殺
菌
剤
で
、
人
体
に
対

し
て
毒
性
の
低
い
も
の
を
使
用
し
ま

す
が
、
万
一
薬
剤
が
か
か
っ
た
と
き

は
、
う
が
い
や
水
で
洗
い
落
と
し
て

く
だ
さ
い
。
心
配
な
と
き
は
、
健
康

管
理
課（
1
27
‐
１
１
１
１
）ま
た
は

成
田
赤
十
字
病
院（
1
22
‐
２
３
１

１
）へ
相
談
し
て
く
だ
さ
い
。

〇
洗
濯
物
や
寝
具
な
ど
は
外
に
干
さ
な

式場・和室の使用料

10
日
・
11
日
・
20
日
に

ヘ
リ
コ
プ
タ
ー
で

水
稲
に
薬
剤
散
布

い
よ
う
に
し
、
小
動
物
の
か
ご
な
ど

に
は
カ
バ
ー
を
す
る
な
ど
し
て
く
だ

さ
い
。

毎
年
７
月
は
、
障
害
基
礎
年
金
を
受

け
て
い
る
人
が
、
現
況
届
を
提
出
す
る

時
期
で
す
。
現
況
届
は
、
引
き
続
き
年

金
を
受
け
る
た
め
の
大
切
な
も
の
で

す
。該

当
者
に
は
、
千
葉
社
会
保
険
事
務

局
佐
原
事
務
所
か
ら
現
況
届
の
用
紙
が

６
月
中
に
届
き
ま
す
の
で
、
必
要
事
項

を
記
入
し
て
７
月
31
日（
木
）ま
で
に
保

険
年
金
課
へ
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

対
象
＝
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

人
①
20
歳
前
に
初
診
の
あ
る
傷
病
に
よ
る

障
害
基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人

②
障
害
福
祉
年
金
か
ら
移
行
し
た
障
害

基
礎
年
金
を
受
け
て
い
る
人

や
仕
出
し
の
注
文
も
事
務
室
で
受
け
付

け
て
い
ま
す
の
で
、
納
骨
式
・
回
忌
な

ど
の
法
要
に
お
使
い
く
だ
さ
い
。
料
金

は
左
上
表
の
と
お
り
で
す
。

効果的に薬剤散布
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設
置
費
と

維
持
管
理
費
に
補
助

合
併
処
理
浄
化
槽

※
騒
音
地
域
に
つ
い
て
は
、
設
置
費

お
よ
び
維
持
管
理
費
と
も
補
助
金

の
限
度
額
が
違
い
ま
す
。
く
わ
し

く
は
環
境
衛
生
課（
1
20
‐
１
５
３

１
）へ
。

早
め
に
雑
草
の
刈
り
取
り
を

空
き
地
の
管
理

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
1
20
‐

１
５
３
２
）へ
。

県
条
例
で
義
務
付
け
に

「
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
」

限
り
あ
る
水
を

も
っ
と
大
切
に

節
水

※
く
わ
し
く
は
環
境
対
策
課（
1
20
‐

１
５
３
２
）へ
。

【
設
置
費
補
助
金
】

市
で
は
、
合
併
処
理
浄
化
槽
を
設
置

す
る
人
に
、
設
置
費
用
の
一
部
を
下
表

の
と
お
り
補
助
し
て
い
ま
す
。

ま
た
、
浄
化
槽
の
設
置
に
伴
い
、
ト

イ
レ
を
水
洗
化
し
た
場
合
、
水
洗
便
所

設
置
補
助
金（
３
万
円
を
限
度
）が
支
給

さ
れ
ま
す
。

平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
、
単
独
処

理
浄
化
槽
を
使
用
し
て
い
る
人
が
、
合

併
処
理
浄
化
槽
へ
転
換
す
る
場
合
、
通

常
の
設
置
補
助
に
18
万
円
を
上
乗
せ
す

る
転
換
補
助
制
度
が
新
設
さ
れ
ま
し
た

（
新
築
・
建
て
替
え
は
除
く
）。

【
維
持
管
理
費
補
助
金
】

浄
化
槽
を
設
置
し
た
人
は
、
浄
化
槽

が
正
常
に
機
能
す
る
よ
う
に
、
適
切
な

維
持
管
理（
保
守
点
検
・
清
掃
・
法
定

検
査
）が
義
務
付
け
ら
れ
て
い
ま
す
。

こ
の
維
持
管
理
費
に
つ
い
て
も
補
助
制

度
を
設
け
て
い
ま
す
。

補
助
額
は
人
槽
に
よ
っ
て
異
な
り
ま

す
が
、
合
併
処
理
浄
化
槽
の
維
持
管
理

（
保
守
点
検
・
清
掃
）に
か
か
っ
た
額
の

２
分
の
１
相
当
額（
限
度
額
あ
り
）で

す
。

人　槽 限度額（円）

5人槽 354,000

6・7人槽 411,000

8～10人槽 519,000

11～20人槽 981,000

21～30人槽 1,668,000

31～50人槽 2,238,000

合併処理浄化槽設置補助金額
空
き
地
の
雑
草
を
伸
び
放
題
に
し
て
お

く
と
、
ご
み
の
捨
て
場
所
に
な
っ
た
り
、

害
虫
な
ど
の
発
生
原
因
と
な
っ
た
り
し

て
、
周
囲
に
大
変
迷
惑
を
掛
け
ま
す
。

雑
草
は
早
め
に
刈
り
取
る
な
ど
、
空

き
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願
い
し
ま

す
。市

で
は
、
草
刈
り
機
を
無
料（
刈
り

刃
と
燃
料
は
自
己
負
担
）で
貸
し
出
し

て
い
ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

県
環
境
保
全
条
例
が
改
正
さ
れ
、
自

動
車
を
駐
停
車
し
た
と
き
に
は
、
速
や

か
に
エ
ン
ジ
ン
を
停
止
す
る
こ
と
が
、

平
成
15
年
４
月
１
日
か
ら
義
務
付
け
ら

れ
ま
し
た
。

不
必
要
な
ア
イ
ド
リ
ン
グ
は
燃
料
を

余
分
に
消
費
し
、
環
境
を
汚
す
こ
と
に

も
な
り
ま
す
。
次
の
こ
と
を
守
り
、
空

気
の
き
れ
い
な
街
を
つ
く
り
ま
し
ょ

う
。

・
暖
機
運
転
は
短
め
に

・
運
転
者
が
車
か
ら
離
れ
て
い
る
間
や

荷
物
の
積
み
降
ろ
し
の
間
は
、
ア
イ

ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
を
励
行
す
る

・
休
息
中
、
人
待
ち
、
客
待
ち
の
た
め

の
停
車
中
も
ア
イ
ド
リ
ン
グ
・
ス
ト

ッ
プ
を
励
行
す
る

・
事
業
者
は
運
転
者
に
ア
イ
ド
リ
ン

グ
・
ス
ト
ッ
プ
実
施
の
指
導
を
す
る

・
駐
車
場
の
設
置
者
は
利
用
者
に
ア
イ

ド
リ
ン
グ
・
ス
ト
ッ
プ
実
施
を
周
知

す
る

・
冷
蔵
車
の
貨
物
積
み
降
ろ
し
に
は
、

外
部
電
源
を
設
置
す
る

夏
を
迎
え
、
水
の
使
用
量
が
増
え
る

季
節
に
な
り
ま
し
た
。
し
か
し
、
水
は

限
り
あ
る
貴
重
な
資
源
で
す
。
水
を
上

手
に
使
い
、
節
水
に
心
掛
け
ま
し
ょ
う
。

一
人
ひ
と
り
の
ち
ょ
っ
と
し
た
工
夫

が
節
水
に
つ
な
が
り
ま
す
。

・
ふ
ろ
の
残
り
湯
は
、
洗
濯
や
庭
の
ま

き
水
に

・
歯
磨
き
は
、
コ
ッ
プ
を
使
っ
て

・
洗
顔
は
、
水
を
た
め
て

・
洗
車
は
、
バ
ケ
ツ
洗
い
で

・
食
器
洗
い
は
、
水
を
た
め
て

※
く
わ
し
く
は
市
水
道
部
業
務
課

（
1
22
‐
０
２
６
９
）
へ
。

ト
ン
ネ
ル
全
線
開
通

囲
護
台
踏
切
立
体
交
差
化

「
子
ど
も
１
１
０
番
の
家
」

プ
レ
ー
ト
の
設
置

通
学
路
等
安
全
対
策

囲
護
台
踏
切
立
体
交
差
化
事
業
の
ト

ン
ネ
ル
は
、
４
月
30
日
に
片
側
１
車
線

で
暫
定
開
通
し
ま
し
た
が
、
７
月
４
日

（
金
）午
前
11
時
か
ら
、
車
道
２
車
線
、

片
側
歩
道
で
全
線
開
通
し
ま
す
。
こ
れ

ま
で
踏
切
を
利
用
し
て
い
た
み
な
さ
ん

に
は
、
新
設
ト
ン
ネ
ル
の
車
道
、
歩
道

※
く
わ
し
く
は
土
木
課
（
1
20
‐
１

５
５
０
）
へ
。

※
く
わ
し
く
は
教
育
指
導
課
（
1
20

‐
１
５
８
２
）
へ
。

市
で
は
、
子
ど
も
の
登
下
校
や
戸
外

で
の
活
動
の
安
全
性
を
高
め
る
た
め

に
、
地
域
の
人
に「
子
ど
も
１
１
０
番

の
家
」プ
レ
ー
ト
の
設
置
を
依
頼
し
て

い
ま
す
。

こ
れ
は
、
子
ど
も
た
ち
が
身
の
危
険

を
感
じ
た
と
き
に
緊
急
に
避
難
す
る
場

所
を
多
数
確
保
す
る
と
と
も
に
、
プ
レ

ー
ト
の
集
中
設
置
に
よ
り
犯
罪
行
為
な

ど
の
抑
止
効
果
を
ね
ら
う
た
め
に
実
施

し
て
い
る
も
の
で
す
。

を
通
行
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り
ま

す
。ト

ン
ネ
ル
の
全
線
開
通
に
伴
い
、
囲

護
台
踏
切
は
、
７
月
５
日（
土
）午
前
４

時
30
分
に
閉
鎖
し
ま
す
。
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中学生用補習教材3年分を勧
められています。要点をま

とめてあるので無理なく効率よく
学習できるとの説明です。分から
ないときはファックスなどで聞け
るらしいのですが、契約すべきか
迷っています。

学習用教材の契約は、内容
により次のような違いがあり

ます。
【単なる教材のみの契約の場合】
数カ月教材を使ってみて思うよう
な成果が出ないときでも、基本的に
は中途解約ができない。

Q

A

※くわしくは消費生活センター
（123-1161）へ。

【ファックスなどによる学習指導の
契約がある場合（特定継続的役務契
約）】
数カ月指導を受けながら教材を使
ってみて思うような成果が出ないと
きには、中途解約ができる。
このように大きな違いがありま
すので、セールストークをうのみ
にせず、書類をしっかりチェック
して、どちらの契約なのか見極め
ましょう。
セールストークのみで契約する
と、後々、トラブルになったとき
“言った言わない”の水掛け論にな
り、解決できなくなります。

なお、教材のみの契約でも訪問販
売の場合は８日間のクーリングオ
フ、特定継続的役務（エステ、語学
教室、家庭教師、学習塾）契約の場
合は、店舗で契約した場合も含めて
8日間のクーリングオフがあります。

相　談　名 期　日 時　間 場　所 問い合わせ先
市民（行政）相談 月～金曜日 08：30～17：00 市役所2階相談室 市民相談所120-1507
市民生活相談（家事・民事） 月・木曜日 09：00～16：00 〃 〃
法律相談（予約制）

水曜日 13：00～16：00 〃 〃（裁判所で係争中の事件は除く）
人権・行政合同相談 22日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 〃
不動産相談 15日（火） 10：00～12：00 〃 〃
税務相談 15日（火） 10：00～15：00 市役所2階相談室 〃
外国人相談

10日（木）・24日（木） 13：00～16：00 市役所2階201会議室 〃（英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語）

市民よろず相談 19日（土） 13：00～16：00 成田公民館会議室
市民よろず相談事務局
作田義美さん（123-3286）

女性就業（内職）相談
水・金曜日 10：00～16：00 市役所2階女性就業相談室 商工観光課122-1111 内線2724（来所前に要電話）

高齢者職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所2階高齢者職業相談室 商工観光課122-1111 内線2725
住宅相談（予約制）

10日（木） 10：00～12：00 成田商工会議所会議室
成田商工会議所122-2101

（住宅の電気に関する相談も含む） 7日（月）までに申し込みを
パートタイマー職業相談 月～金曜日 09：00～16：00 パートサテライト（商工会館１階） パートサテライト122-8281
消費生活相談 月～金曜日 10：00～16：00 消費生活センター（市役所2階） 消費生活センター123-1161
年金相談 水曜日 10：00～15：00 市役所1階相談室 保険年金課120-1526
交通事故相談 1日（火） 10：00～15：00 市役所2階201会議室 市民生活課120-1527
心配ごと相談 木曜日 10：00～15：00 保健福祉館会議室 社会福祉協議会127-7755
酒害相談 3日（木）・17日（木） 09：00～12：00 〃 〃

介護相談 10日（木） 14：00～16：00
成田ニュータウン在宅介護支援センター

高齢者福祉課120-1537（保健福祉館内）127-1294
家庭児童相談 月～金曜日 09：00～16：00 市役所1階家庭児童相談室 児童家庭課120-1538
戦没者遺族相談 28日（月） 10：00～15：00 市役所1階相談室 厚生課120-1536
健康体力相談 火曜日 09：00～12：00 市体育館 市体育館126-7251
就学相談（予約制） 月・火・木曜日 09：00～17：00 市役所5階会議室 教育指導課120-1582
教育相談（予約制） 火曜日 09：00～16：00 教育センター（市立図書館2階） 教育センター120-6336

教育相談（不登校相談も） 月～金曜日 10：00～17：00
教育相談室

教育相談室128-3234（ニュータウンセンタービル6階）


